
千葉天体写真協会会友細則 

 

第１条（会友） 

 千葉天体写真協会（以下協会という）会則第２２条に基づき、特別会員と

して会友を設ける。 

第２条（会友への入会及び退会） 

 会友への入会または退会を希望する満１５歳以上の者は、会長または事務

局に申請し、会長により受理されなければならない。ただし、会員から異議

があった場合には、直近の総会または例会で出席会員の過半数の賛成により

承認されなければならない。 

第３条（会友の権利） 

 会友は、例会に出席し発言することが出来るほか、協会の各種催しに自由

に参加し、また協会のメーリングリストに参加することが出来るが、協会が

開催する写真展に出展することは出来ない。 

第４条（会費） 

 会友の会費は無料とする。 

第５条（除名） 

会友として相応しくないと会長が判断した場合には、除名することが出来

る。ただし、会員から異議があった場合には直近の総会または例会で出席会

員の過半数の賛成により承認されなければならない。 

 

付則 本細則は２０１０年３月２８日より施行する。 


